
地方の社会資本整備の促進を求める意見書 

 

 昨年３月、死者・行方不明者１８,６００人の犠牲者を出すなど、甚大な被害

をもたらした東日本大震災や、近年、全国各地で頻発する豪雨災害に、国民が

安心・安全に生活し経済活動を維持していくには、道路、河川、砂防など防災・

減災に資する社会資本の整備の促進及び、国の出先機関と地方自治体とが連携

して迅速に対応できるよう危機管理体制を充実することが必要であると改めて

認識した。 

 雲南市は、島根県下でも災害が多く発生しており、市民の安心・安全を確保

し、地域経済の活性化や定住化の取り組みを行うには、一層の社会資本の整備

が必要である。 

 国の公共事業予算は、平成２１年度から３年間で２.５兆円、３５％の削減が

なされており、更なる削減は過疎化、少子高齢化が進む地方の疲弊を進め、地

方の荒廃を加速させることになる。 

 国におかれては、このような切実な地方の状況を十分に踏まえ、次の事項を

実現されるよう強く要望する。 

 

記 

 

１．地方の安心・安全な生活確保と定住人口、地域活力の増加に資する社会資

本整備に必要な予算を確保すること。 

特に整備が遅れている高速道路のミッシングリンクの解消に向けては、特

別枠で予算を確保し、集中的な事業実施を行うこと。 

２．地方の実情に合せた公共事業が計画的に実施できるよう、一括交付金の拡

充ではなく、社会資本整備総合交付金、農山漁村地域整備交付金の拡大を図

り、雲南市のように社会資本整備が遅れている地域に重点的に配分を行うこ

と。 

３．大規模で広域的な災害に迅速に対応できるよう、国は更なる危機管理機能

と体制の充実、拡充を図ること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２４年１２月２１日 

                          島根県雲南市議会 


